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衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
保
険
料
と
税
金
の
区
別
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

健
康
保
険
組
合
（
以
下
「
健
保
組
合
」
と
い
う
。
）
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な

い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
国
の
同
年
度
予
算
で
は
、
健
保
組
合
に
対
す
る
国
か
ら
の
歳
出
と
し

て
四
百
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
健
保
組
合
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
健
保
組
合
の
決
算
に
よ
る
と
、
総
収
入
は
七
兆
七
千
六

百
三
十
八
億
円
、
保
険
料
は
六
兆
六
千
七
百
三
十
九
億
円
、
国
か
ら
の
公
費
は
四
百
五
十
六
億
円
、
前
期
高
齢
者
交
付
金

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
確
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条

第
一
項
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
三
億
円
、
そ
の
他
の
収
入
（
総
収
入
か
ら
保
険
料
、
国
か
ら
の

公
費
及
び
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
）
は
一
兆
四
百
四
十
億
円
で
あ
る
。
な
お
、
健
保
組
合
の
決
算
に

地
方
か
ら
の
公
費
は
計
上
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
療
養
給
付
費
等
交
付
金
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
九
十
二
号
。
以
下
「
国
保
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
療
養
給
付
費
等
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は

健
保
組
合
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
。

一



協
会
け
ん
ぽ
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
健
保
協
会
」
と
い
う
。
）
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
入
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
予
算
に
よ
る
と
、
総
収
入
は
九
兆
五
百
二
十
五
億
円
、
保
険
料
は

七
兆
七
千
三
百
八
億
円
、
国
か
ら
の
公
費
（
保
険
料
等
交
付
金
（
同
法
第
百
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
国
か
ら
健
保

協
会
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
一
兆
三
千
五
十
六
億
円
、
そ
の
他
の
収
入
（
総
収

入
か
ら
保
険
料
及
び
国
か
ら
の
公
費
（
保
険
料
等
交
付
金
を
除
く
。
）
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
）
は
百
六
十
一
億
円
で
あ

る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
決
算
に
よ
る
と
、
総
収
入
は
八
兆
五
千
四
百
七
十
九
億
円
、
保
険

料
は
七
兆
三
千
四
百
二
十
五
億
円
、
国
か
ら
の
公
費
（
保
険
料
等
交
付
金
を
除
く
。
）
は
一
兆
千
七
百
六
十
八
億
円
、
そ
の

他
の
収
入
（
総
収
入
か
ら
保
険
料
及
び
国
か
ら
の
公
費
（
保
険
料
等
交
付
金
を
除
く
。
）
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
）
は
二

百
八
十
六
億
円
で
あ
る
。
な
お
、
協
会
け
ん
ぽ
の
予
算
及
び
決
算
に
地
方
か
ら
の
公
費
及
び
前
期
高
齢
者
交
付
金
は
計
上
さ

れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
療
養
給
付
費
等
交
付
金
は
健
保
協
会
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
。

共
済
組
合
等
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
「
事

二



業
団
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
短
期
給
付
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
高
確
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
前

期
高
齢
者
納
付
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
高
確
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
等
（
国
保
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
拠
出
金
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
介
保

法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
条
第
一
項
の
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
納
付
に

関
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
、
共
済
組
合
等
の
短
期
経

理
（
事
業
団
に
あ
っ
て
は
、
短
期
勘
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
予
算
に
よ
る
と
、
総
収
入
は
二
兆
五
千
二
百
六
十

一
億
円
、
共
済
組
合
等
保
険
料
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項

第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
費
用
に
充
て
る
同
項
の
掛
金
及
び
負
担
金
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十

七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
費
用
に
充
て
る
同
項
の
掛
金
及
び
負

担
金
並
び
に
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
掛
金
で
あ
っ
て

短
期
給
付
に
充
て
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
二
兆
四
千
九
百
二
十
八
億
円
、
国
か
ら
の
公
費
（
共
済
組
合
等
の
短

期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
歳
出
（
共
済
組
合
等
保
険
料
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
は
十
億
円
、
地
方
か
ら
の
公
費

三



（
共
済
組
合
等
の
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
歳
出
（
共
済
組
合
等
保
険
料
を
除
く
。
）
を
い

う
。
）
は
四
十
七
億
円
、
そ
の
他
の
収
入
（
総
収
入
か
ら
共
済
組
合
等
保
険
料
、
国
か
ら
の
公
費
（
共
済
組
合
等
の
短
期
給

付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
歳
出
（
共
済
組
合
等
保
険
料
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
及
び
地
方
か
ら
の
公
費
（
共
済
組
合

等
の
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
歳
出
（
共
済
組
合
等
保
険
料
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
除
い
た

も
の
を
い
う
。
）
は
二
百
七
十
六
億
円
で
あ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
共
済
組
合
等
の
短
期
経
理
に
係
る
決
算
が

確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
共
済
組
合
等
の
短

期
経
理
に
係
る
決
算
に
よ
る
と
、
総
収
入
は
二
兆
二
千
四
百
四
十
五
億
円
、
共
済
組
合
等
保
険
料
は
二
兆
二
千
二
百
七
十
五

億
円
、
国
か
ら
の
公
費
（
共
済
組
合
等
の
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
歳
出
（
共
済
組
合
等
保
険
料
を
除
く
。
）

を
い
う
。
）
は
三
十
五
億
円
、
地
方
か
ら
の
公
費
（
共
済
組
合
等
の
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
歳

出
（
共
済
組
合
等
保
険
料
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
は
三
十
一
億
円
、
そ
の
他
の
収
入
（
総
収
入
か
ら
共
済
組
合
等
保
険
料
、

国
か
ら
の
公
費
（
共
済
組
合
等
の
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
歳
出
（
共
済
組
合
等
保
険
料
を
除
く
。
）
を
い

う
。
）
及
び
地
方
か
ら
の
公
費
（
共
済
組
合
等
の
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
歳
出
（
共
済
組
合
等

保
険
料
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
）
は
百
四
億
円
で
あ
る
。
な
お
、
共
済
組
合
等
の
短
期
経
理
に

四



係
る
予
算
及
び
決
算
に
前
期
高
齢
者
交
付
金
は
計
上
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
療
養
給
付
費
等
交
付
金
は
共
済
組
合
等
に
対

し
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
。

国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
（
以
下
「
国
保
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
国
民
健
康
保
険
事
業
に
係
る
収
入
（
市
町
村
（
特
別

区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
で
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
国
の
同
年
度
予
算

で
は
、
国
保
保
険
者
に
対
す
る
国
か
ら
の
歳
出
と
し
て
三
兆
六
千
八
十
五
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績

額
は
、
国
保
保
険
者
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度

実
績
額
は
、
「
国
民
健
康
保
険
事
業
年
報
（
平
成
二
十
二
年
度
）
」
（
以
下
「
国
保
年
報
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
総
収

入
は
十
四
兆
七
百
十
九
億
円
、
保
険
料
は
三
兆
四
千
四
百
六
十
四
億
円
、
国
か
ら
の
公
費
は
三
兆
六
千
三
十
九
億
円
、
地
方

か
ら
の
公
費
は
一
兆
七
千
五
百
三
億
円
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
は
二
兆
七
千
二
百
二
億
円
、
療
養
給
付
費
等
交
付
金
は
六
千

二
十
八
億
円
、
そ
の
他
の
収
入
（
総
収
入
か
ら
保
険
料
、
国
か
ら
の
公
費
、
地
方
か
ら
の
公
費
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び

療
養
給
付
費
等
交
付
金
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
）
は
一
兆
九
千
四
百
八
十
三
億
円
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

五



健
保
組
合
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
健
保
組
合
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
健
保
組
合
の
決
算
に
よ
る
と
、
総
支
出
は
七
兆
三
千
六
百
七
十
八
億
円
、
保
険
給
付

費
は
三
兆
五
千
三
百
六
十
八
億
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
は
一
兆
三
千
十
四
億
円
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
は
一
兆
千
百

九
十
億
円
、
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
等
は
二
千
九
十
三
億
円
、
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
は
五
千
四
百
七

十
四
億
円
、
そ
の
他
の
支
出
（
総
支
出
か
ら
保
険
給
付
費
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、
療
養
給
付

費
等
拠
出
金
等
及
び
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
一
の
�
に
つ
い
て
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
六
千
五
百
三
十
九
億
円
で
あ
る
。

協
会
け
ん
ぽ
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
予
算
に
よ
る
と
、
総
支
出
は
九
兆
八

百
五
十
一
億
円
、
保
険
給
付
費
は
四
兆
八
千
七
百
八
十
九
億
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
は
一
兆
六
千
七
十
六
億
円
、
前
期

高
齢
者
納
付
金
等
は
一
兆
三
千
六
百
十
六
億
円
、
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
等
は
三
千
百
五
十
五
億
円
、
介
護
給
付
費
・
地
域

支
援
事
業
支
援
納
付
金
は
七
千
六
百
三
十
億
円
、
そ
の
他
の
支
出
は
千
五
百
八
十
五
億
円
で
あ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績

額
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
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実
績
額
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
決
算
に
よ
る
と
、
総
支
出
は
八
兆
二
千
五
百
八
十
二
億
円
、
保
険
給
付
費
は
四
兆
六
千
九
十
九

億
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
は
一
兆
四
千
二
百
十
四
億
円
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
は
一
兆
二
千
百
億
円
、
療
養
給
付
費

等
拠
出
金
等
は
千
九
百
六
十
八
億
円
、
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
は
六
千
九
百
四
十
九
億
円
、
そ
の
他
の

支
出
は
千
二
百
五
十
二
億
円
で
あ
る
。

共
済
組
合
等
の
短
期
給
付
に
係
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
、
共
済
組
合
等
の
短
期
経
理
に
係
る

予
算
に
よ
る
と
、
総
支
出
は
二
兆
六
千
二
百
三
十
四
億
円
、
保
険
給
付
費
は
一
兆
二
千
九
百
九
十
六
億
円
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
は
四
千
七
百
九
十
九
億
円
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
は
五
千
百
三
十
二
億
円
、
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
等
は
千
二
百

五
十
八
億
円
、
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
は
千
九
百
五
十
八
億
円
、
そ
の
他
の
支
出
は
九
十
一
億
円
で
あ

る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
共
済
組
合
等
の
短
期
経
理
に
係
る
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
共
済
組
合
等
の
短
期
経
理
に
係
る
決
算
に
よ
る
と
、
総
支
出
は

二
兆
二
千
九
百
億
円
、
保
険
給
付
費
は
一
兆
千
八
百
七
十
二
億
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
は
四
千
五
十
三
億
円
、
前
期
高

齢
者
納
付
金
等
は
四
千
二
百
八
十
七
億
円
、
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
等
は
七
百
九
十
二
億
円
、
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事

業
支
援
納
付
金
は
千
七
百
七
十
七
億
円
、
そ
の
他
の
支
出
は
百
十
九
億
円
で
あ
る
。
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国
保
保
険
者
の
国
民
健
康
保
険
事
業
に
係
る
支
出
（
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
で
処
理

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
国
保
保
険
者
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
国
保
年
報
等
に
よ
る
と
、
総
支
出
は
十
三
兆
八
千
四
百
十
二
億
円
、
保
険
給
付

費
は
九
兆
三
千
二
百
二
十
五
億
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
は
一
兆
五
千
九
百
五
十
億
円
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
は
五
百

四
十
三
億
円
、
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
等
は
三
十
一
億
円
、
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
は
六
千
九
百
五
十

七
億
円
、
そ
の
他
の
支
出
は
二
兆
千
七
百
六
億
円
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）
の
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
特
別
会
計
の
収
入
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
国
の
同
年
度

予
算
で
は
、
広
域
連
合
に
対
す
る
国
か
ら
の
歳
出
と
し
て
四
兆
千
九
百
八
十
七
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
平
成
二
十
三
年
度

実
績
額
は
、
広
域
連
合
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年

度
実
績
額
は
、
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
年
報
（
平
成
二
十
二
年
度
）
」
（
以
下
「
後
期
年
報
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
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総
収
入
は
十
二
兆
千
九
百
九
十
八
億
円
、
保
険
料
は
八
千
九
百
七
億
円
、
国
か
ら
の
公
費
は
三
兆
七
千
七
百
四
十
一
億
円
、

地
方
か
ら
の
公
費
は
二
兆
千
三
百
五
十
五
億
円
、
後
期
高
齢
者
交
付
金
（
高
確
法
第
百
条
第
一
項
の
後
期
高
齢
者
交
付
金
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
四
兆
九
千
七
百
六
十
七
億
円
、
そ
の
他
の
収
入
（
総
収
入
か
ら
保
険
料
、
国
か
ら
の
公
費
、
地
方

か
ら
の
公
費
及
び
後
期
高
齢
者
交
付
金
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
）
は
四
千
二
百
二
十
八
億
円
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

広
域
連
合
の
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
特
別
会
計
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な

い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
広
域
連
合
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、

現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
後
期
年
報
に
よ
る
と
、
総
支
出
は
十
二
兆
七

百
二
十
九
億
円
、
保
険
給
付
費
は
十
一
兆
七
千
三
百
四
十
億
円
、
そ
の
他
の
支
出
（
総
支
出
か
ら
保
険
給
付
費
を
除
い
た
も

の
を
い
う
。
）
は
三
千
三
百
八
十
九
億
円
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

介
護
保
険
の
保
険
者
（
以
下
「
介
護
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
国
の
同
年
度
予
算
で
は
、
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介
護
保
険
者
に
対
す
る
介
護
給
付
、
予
防
給
付
及
び
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
か
ら
の
歳
出
と
し
て
一
兆
九

千
四
百
五
十
三
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
介
護
保
険
者
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、

現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
介
護
保
険
者
に
お
い
て
集
計
中
で
あ
る
た
め
、

現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
国
の
同
年
度
決
算
で
は
、
介
護
保
険
者
に
対
す
る
介
護
給
付
、
予
防

給
付
及
び
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
か
ら
の
歳
出
は
一
兆
七
千
二
百
三
十
四
億
円
で
あ
り
、
社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
同
年
度
に
介
護
保
険
者
に
対
し
て
交
付
さ
れ

た
介
護
給
付
費
交
付
金
（
介
保
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
介
護
給
付
費
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
地
域
支
援

事
業
支
援
交
付
金
（
介
保
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
は

二
兆
千
九
百
四
十
一
億
円
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

介
護
保
険
者
の
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
額
は
集
計
し
て
い
な
い
た

め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
実
績
額
は
、
介
護
保
険
者
の
決
算
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、

現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
度
実
績
額
は
、
介
護
保
険
者
に
お
い
て
集
計
中
で
あ
る
た
め
、
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現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

医
療
保
険
制
度
内
に
お
け
る
資
金
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、国
保
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
は
、

国
保
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
療
養
給
付
費
等
交
付
金
に
充
て

る
も
の
と
し
て
国
保
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
被
用
者
保
険
等
保
険
者
が
、
高
確
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
前
期
高

齢
者
納
付
金
は
、
高
確
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
保
険
者
に
対
し
て
交
付
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
に
充
て
る
も
の

と
し
て
高
確
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
保
険
者
が
、
高
確
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
は
、
高
確

法
第
百
条
の
規
定
に
基
づ
き
広
域
連
合
に
対
し
て
交
付
す
る
後
期
高
齢
者
交
付
金
に
充
て
る
も
の
と
し
て
高
確
法
第
百
十
八

条
の
規
定
に
基
づ
き
保
険
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
基
金
に
対
し
て
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

介
護
保
険
者
及
び
医
療
保
険
者
間
の
資
金
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
は
、

介
保
法
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
保
険
者
に
対
し
て
交
付
す
る
介
護
給
付
費
交
付
金
及
び
介
保
法
第
百
二
十
六

条
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
保
険
者
に
対
し
て
交
付
す
る
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
に
充
て
る
も
の
と
し
て
介
保
法
第
百
五

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
医
療
保
険
者
が
、
支
払
基
金
に
対
し
て
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
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三
に
つ
い
て

医
療
保
険
制
度
と
介
護
保
険
制
度
は
、
社
会
連
帯
と
相
互
扶
助
の
理
念
に
基
づ
き
社
会
保
険
方
式
を
採
っ
て
お
り
、
保
険

給
付
に
要
す
る
費
用
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
等
の
事
業
運
営
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
各
保

険
者
が
受
益
者
で
あ
る
被
保
険
者
及
び
事
業
主
等
か
ら
、
当
該
被
保
険
者
の
負
担
能
力
、
受
益
の
程
度
等
に
応
じ
て
徴
収
す

る
保
険
料
に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
保
険
者
間
の
財
政
力
格
差
の
調
整
や
低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
料
負
担

の
軽
減
措
置
等
に
つ
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
税
財
源
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
安
定

的
な
運
営
を
図
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
高
齢
者
に
係
る
医
療
給
付
費
に
要
す
る
費
用
等
を
現
役
世
代
が

支
え
る
等
の
目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
「
保
険
間
の
資
金
の
や
り
と
り
」
に
よ
っ
て
、
「
保
険
料
と
税
金
の
区
別
が
曖
昧
に
な

っ
て
い
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。
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